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（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

（業務の適正を確保するための体制）

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の

適正を確保するための体制について、取締役会において決議した内容は以下のとおりでありま

す。

　なお、以下の決議内容は、2015年5月1日施行の改正会社法に基づいて変更したものでありま

す。（最終改定 2015年4月14日）

①当社及び当社の子会社（以下、当企業集団という）全体の企業行動憲章を作成し、取締役

及び使用人全員への浸透を図る。

②リスク・コンプライアンス推進委員会を設置し、同委員会において、コンプライアンスの

実践状況等に関する事項等を協議、決定する。

③各部門にコンプライアンス責任担当者を配置し、宅地建物取引業法、建設業法、その他法

令に係るコンプライアンス活動を推進する。

①法令・定款及び「文書管理規程」等の社内規程に基づき、適切に保存、管理を行う。

②必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を行い、取締役または監査役の要請に応

えて、速やかに閲覧提供できる体制を整える。

①代表取締役社長を委員長とし、取締役及び監査役他、その他の必要な人員を構成員とする

リスク・コンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライアンス、環境、災害、品質管

理など、必要に応じてリスク管理の整備・運用上の有効性の評価を行い、問題がある場合

には、それぞれの対応部門へ規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作

成・配布の実施等の是正勧告を行う。

②新たに生じたリスクへの対応のために必要な場合は代表取締役社長から全社に示達すると

ともに、速やかに対応責任者となる取締役を定める。
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（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（5）当企業集団における業務の適正を確保するための体制

（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

（7）（6）の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　取締役会は、取締役の職務の効率性を確保するために取締役の合理的な職務分掌、チェック

機能を備えた権限規程等を定めるとともに、合理的な経営方針の策定、全社的な重要事項につ

いて検討・決定する部門長会議等の有効な活用、各部門間の有効な連携の確保のための制度の

整備、運用、取締役に対する必要かつ効果的な研修の実施等を行う。

①当企業集団全体に影響を及ぼす重要な事項については、会議の開催による多面的な検討を

経て慎重に決定する仕組みを設ける。

②社会秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、一切の関係を遮断

し、不当要求に対しては断固拒否する方針とする。また、それぞれの対応部門で不当要求

防止責任者を配置し、大阪府企業防衛連合協議会及び大阪府暴力追放推進センターに参画

して関連情報を収集するとともに、弁護士や所轄警察署などの外部専門機関との連携を強

化し、組織全体で毅然とした姿勢で対応する。

③当企業集団は、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を、企業基盤強化のイ

ンフラ整備の一環として位置づけ、組織の業務全体に係わる財務情報を集約したものであ

る財務報告の信頼性を確保するために、当該財務報告に係わる内部統制の有効かつ効率的

な整備・運用及び評価を行うものとする。

　取締役の指揮命令に服さない専属の者を配置する。

　専属の者の人事異動については、監査役は事前の報告を受け、必要な場合は理由を付して人

事担当取締役に変更の申し入れを行う。
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（8）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

（9）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　取締役及び使用人は、監査役から報告を求められた場合には、必要な報告を迅速に行うほ

か、次の事項を遅滞なく報告するものとする。なお、監査役会への報告は常勤の監査役への報

告をもって行い、その報告を行った取締役及び使用人が当該報告を行ったことを理由として不

利益な扱いを受けることを禁止し、その旨の周知徹底を行う。

1．部門長会議で審議・報告された案件。

2．内部監査室が実施した内部監査の結果。

3．会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき。

①内部監査室、秘書室、人事法務部、総務部、経営企画部、システム室、財務部所属の使用

人が補助する。

②特に内部監査室は、監査役との緊密な連携を保ち、相互に補完する関係を構築する。

③監査役が職務を執行する上で必要となる費用について会社に請求を行った場合は、監査の

職務の執行に必要でないと明らかに認められるときを除き、会社は速やかに支払うものと

する。

（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）

　当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおり

であります。

①取締役の職務執行

　経営環境の変化に対応した競争優位性の高い戦略を策定し、スピーディーな意思決定

を行うため、取締役会を原則月１回開催し、緊急を要する案件があれば、書面決議によ

る取締役会を開催しております。取締役会は、現在７名（うち社外取締役２名）の取締

役で構成されており、社外取締役の助言などにより、取締役会の監督機能を高めるとと

もに、活発な議論が交わされるよう努め、合議制により迅速な意思決定を行っておりま

す。

②監査役の職務執行

　監査役会は、常勤監査役１名と社外の非常勤監査役２名で構成されており、監査役

は、取締役会及び部門長会議に出席して意見を述べるほか、内部監査室や会計監査人に

よる監査立会いや情報交換などを通じ、取締役の業務執行の妥当性、効率性などを幅広

く検証するなどの経営監視を実施しております。
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③内部監査の実施

　内部監査室は、業務プロセスの適正性、妥当性及び効率性など業務執行部門の内部監

査を通じて、組織横断的に内部統制システムの運用状況を監査するとともに、監査結果

のフォローアップを実施し、問題点の発見及び改善を図っております。

④財務報告に係る内部統制

　内部監査計画書に基づき、当社及び連結子会社の内部統制評価を実施しており、定期

的に内部統制推進委員会及び取締役会へ報告しております。

⑤リスク管理に関する取り組み

　「リスク・コンプライアンス推進委員会」を設置し、当社グループ内で発生しうるリ

スクについての分析や、リスクの未然防止策、発生時の対処方法について協議するとと

もに、各部署から選任されたリスクに関する管理責任者への啓蒙活動を行っておりま

す。

⑥コンプライアンスに関する取り組み

　コンプライアンス体制を確立し、全役職員への周知・徹底を図り、コンプライアンス

遵守状況の確認資料の配布等を通じてコンプライアンスの重要性についての啓蒙活動を

行うとともに定期・不定期にコンプライアンス状況のチェックをしております。

　また、内部通報制度を構築し、情報提供者の秘匿と不利益取扱いの禁止に関する規律

を整備した上で、内部通報先として経営陣から独立した社外取締役と社外監査役による

合議体とした窓口を設置しております。さらに「内部通報規程」を制定し、取締役会に

て運用状況を監督しております。

⑦反社会的勢力の排除

　「反社会的勢力対策規程」を制定するとともに、反社会的勢力の排除のための大阪府

警察本部から発行される「民事介入暴力追放の手引き（企業編）」を入手し、マニュア

ルとして活用しております。

　また、長年にわたる暴力団・反社会的勢力排除意識の向上と警察と連携した暴力団排

除活動の取り組みが評価され、2016年11月10日開催の第25回暴力団追放府民大会にて

「近畿管区警察局長・近畿ブロック暴追センター連絡協議会会長連盟表彰」を受賞いた

しました。

－ 5 －



株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合　　計

2021年4月1日残高 4,872,064 5,663,006 31,619,397 △712,734 41,441,734
会計方針の変更
による累積的影響額 △139,046 △139,046

会計方針の変更を反映した
当連結会計年度期首残高 4,872,064 5,663,006 31,480,350 △712,734 41,302,687

当連結会計年度中
の変動額
剰余金の配当 △977,906 △977,906
親会社株主に帰属
する当期純利益 3,869,383 3,869,383

自己株式の処分 155,284 155,284
株主資本以外の項目
の当連結会計年度中
の変動額（純額）

当連結会計年度中
の変動額合計 － － 2,891,477 155,284 3,046,762

2022年3月31日残高 4,872,064 5,663,006 34,371,828 △557,449 44,349,449

その他の包括利益累計額
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価
差　額　金

その他の包括
利益累計額合計

2021年4月1日残高 △27,164 74,904 47,739 3,256 41,492,729
会計方針の変更
による累積的影響額 △139,046

会計方針の変更を反映した
当連結会計年度期首残高 △27,164 74,904 47,739 3,256 41,353,682

当連結会計年度中
の変動額
剰余金の配当 △977,906
親会社株主に帰属
する当期純利益 3,869,383

自己株式の処分 155,284
株主資本以外の項目
の当連結会計年度中
の変動額（純額）

△50,174 － △50,174 △296 △50,470

当連結会計年度中
の変動額合計 △50,174 － △50,174 △296 2,996,292

2022年3月31日残高 △77,338 74,904 △2,434 2,960 44,349,974

連結株主資本等変動計算書（2021年4月1日から2022年3月31日まで）

（単位：千円）

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 ３社

(2) 連結子会社の名称 フジ・アメニティサービス株式会社

雄健建設株式会社

関西電設工業株式会社

２．持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

・市場価格のない株式等以外　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により

のもの　　　　　　　　　　　　処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等　　　　　移動平均法による原価法

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）

仕掛販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）

開発用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）

原材料 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

未成工事支出金 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）

貯蔵品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く） 建物（建物附属設備を除く）は定額法、その

他の有形固定資産は定率法によっておりま

す。ただし、2016年４月１日以降に取得した

建物附属設備及び構築物については、定額法

によっております。なお、主な耐用年数は次

のとおりです。

建物 10～50年

構築物 10～20年

機械装置及び運搬具 ３～17年

工具、器具及び備品 ２～15年
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②　無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。

③　リース資産

　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法

と同一の方法を採用しております。

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。

④　長期前払費用 定額法

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上しており

ます。

②　賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額

に基づき計上しております。

③　役員株式給付引当金　　　　　　　　役員株式交付規程に基づく当社グループの役

員への当社株式の交付に備えるため、株式給

付債務の見込額に基づき計上しております。

なお、当連結会計年度末に係る株式交付は行

わないため、当連結会計年度において役員株

式給付引当金は計上しておりません。

④　株式給付引当金　　　　　　　　　　従業員株式交付規程に基づく当社グループの

従業員への当社株式の交付に備えるため、株

式給付債務の見込額に基づき計上しておりま

す。なお、当連結会計年度に係る株式交付は

行わないため、当連結会計年度において株式

給付引当金は計上しておりません。

(4) 収益及び費用の計上基準

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。）等を適用

しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービ

スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

　主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、

（収益認識に関する注記）に記載のとおりであります。
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(5) その他連結計算書類作成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

　資産取得に係る控除対象外消費税等のうち棚卸資産に係るものについては、発生

連結会計年度の期間費用として処理し、固定資産に係るものについては、原則とし

て一括して長期前払費用に計上し、５年間で均等償却を行うこととしております。

②　のれんの償却方法及び償却期間

　　　のれんの償却については、７年間の均等償却を行っております。

（会計方針の変更に関する注記）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識

会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支

配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益

を認識することといたしました。これにより、土地有効活用セグメント及び建設関連セグメ

ントにおける請負工事契約に関して、従来は進捗部分について成果の確実性が認められる工

事には工事進行基準を、それ以外の工事には工事完成基準を適用しておりましたが、当連結

会計年度の期首より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、期間がごく短い工事を除

き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり

認識し、一時点で充足される履行義務は、工事完了時に収益を認識することとしておりま

す。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積り方法は、見積り総原価に対する発生原価の

割合（インプット法）で算出しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過

的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場

合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新た

な会計方針を適用しております。

　なお、収益認識会計基準等の適用による、当連結会計年度の損益及び期首利益剰余金に与

える影響は軽微であります。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動

資産」に表示していた「完成工事未収入金」の一部は当連結会計年度より「契約資産」とし

て表示することとし、「流動負債」に表示していた「前受金」に含まれる未成工事受入金は

当連結会計年度より「契約負債」として表示することといたしました。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算

定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及

び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定

める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわた

って適用することといたしました。なお、連結計算書類に与える影響はありません。
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（重要な会計上の見積り）

（棚卸不動産の評価）

１．当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　　　棚卸不動産（販売用不動産、仕掛販売用不動産、開発用不動産）　　80,957,100千円

２．会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

　当社は不動産を販売するという事業の性質上、戸建住宅、分譲マンション、中古住

宅、個人投資家向け一棟売賃貸アパート等の土地及び建物を、棚卸不動産として保有し

ております。

　棚卸不動産の評価は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によっております。期

末時点の販売可能価額から見積追加原価及び見積販売経費を控除した正味売却価額が簿

価を下回る場合は、正味売却価額と簿価との差額を棚卸不動産評価損として簿価を切り

下げており、当連結会計年度において、売上原価にて1,085,221千円の棚卸不動産評価

損を計上しております。

　販売可能価額は、近隣の取引事例や直近の販売実績等を参照し、販売可能性を考慮し

た価額として、各営業責任者の承認を得て決定しております。見積追加原価は、過年度

の類似工事実績に加え、期末時点での宅地開発の進捗状況や宅地造成工事等のコストア

ップなど、取引業者から取得した最新の見積り情報を反映し、算出しております。見積

販売経費は、過年度の実績を基に平均金額を算出しております。

　なお、棚卸不動産の評価の見積りは、翌連結会計年度に影響を与えるものではないと

判断しております。今後、開発計画時に予期し得なかった事象の発生に伴う工事の長期

化や中断、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響やその他不動産市況の悪化等が

発生した場合には、結果として当初想定の利益が見込めなくなり、翌連結会計年度に追

加で評価損が計上される可能性があります。
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建物及び構築物 590,027千円

土地 1,356,970千円

計 1,946,998千円

（追加情報）

（有形固定資産から販売用不動産への振替）

　所有目的の変更により、有形固定資産の一部を販売用不動産に振替いたしました。その内

容は以下のとおりであります。

（役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

　当社は、2019年５月８日に当社グループの中期計画である「中期利益計画について（2020

年３月期～2022年３月期）」を公表しました。当社グループの役員は本中期計画達成のため

の重要な役割を担っていることから、役員の業績達成に対する意欲をより高めるインセンテ

ィブ効果とその成果に報いることを目的としており、またストック・オプション制度と比較

し事務負担の軽減を図れることから、自己株式を利用したインセンティブ・プランとして、

「役員向け株式交付信託制度」（以下「本役員向け制度」といいます。）を導入しておりま

す。

　１．取引の概要

　本役員向け制度の導入に際し制定した役員向け株式交付規程に基づき、当社グルー

プの役員に対し当社株式を交付する仕組みであります。

　将来交付する株式をあらかじめ取得するために、当社は株式交付信託の信託財産と

して株式会社日本カストディ銀行（信託口）に金銭を信託し、当該信託銀行はその信

託された金銭により当社株式を取得しております。

　２．信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）に

より純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株

式数は、当連結会計年度末12,985千円、24,500株であります。

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

　当社は、当社グループの従業員に対する福利厚生制度を拡充させるとともに、従業員の帰

属意識を醸成し経営参画意識を持たせ、中長期的な業績向上に対する意識を高めることによ

り、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、「従業員向け株式交付信託制度」

（以下「本従業員向け制度」といいます。）を導入しております。

　１．取引の概要

　本従業員向け制度の導入に際し制定した従業員向け株式交付規程に基づき、一定の

要件を満たした当社グループの従業員に対し当社株式を交付する仕組みであります。

　将来交付する株式をあらかじめ取得するために、当社は株式交付信託の信託財産と

して株式会社日本カストディ銀行（信託口）に金銭を信託し、当該信託銀行はその信

託された金銭により当社株式を取得しております。

　２．信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）に

より純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株

式数は当連結会計年度末103,932千円、208,700株であります。
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販売用不動産 6,194,863千円

仕掛販売用不動産 10,517,452千円

開発用不動産 22,289,617千円

建物及び構築物 12,890,058千円

土地 23,701,387千円

計 75,593,378千円

短期借入金 19,142,311千円

長期借入金 51,698,253千円

計 70,840,565千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 6,410,114千円

顧客の住宅つなぎローンに対する保証 2,596,970千円

・再評価を行った年月日 2002年３月31日

・再評価を行った土地の期末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額
△8,775千円

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染症による当社グループへの影響は、収束時期の見通しが不透明な

状況であり、事業によってその影響や程度が異なるものの、当連結会計年度末の見積りに大

きな影響を与えるものではないと想定しております。

　なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済活動への影響等には不確定

要素も多いため、想定に変化が生じた場合、当社グループの財政状況、経営成績に影響を及

ぼす可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）

１．担保に供している資産

上記に対応する債務

（注）上記のほか、連結上消去されている関係会社株式1,674,742千円を担保に供しています。

３．保証債務

債務保証

４．土地再評価法の適用

　当社は、「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づ

き、事業用の土地の再評価を行い、「土地再評価差額金」を純資産の部に計上しており

ます。

・再評価の方法

　　　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）

第２条第５号に定める不動産鑑定評価に基づき算出しております。
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主 な 用 途 種 類 場 所 減 損 損 失

そ の 他 の れ ん － 53,794千円

株 式 の 種 類 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 36,849,912株

決 議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配 当 額

基 準 日 効力発生日

2021年６月23日
定 時 株 主 総 会

普通株式 470,843千円 13円 2021年３月31日 2021年６月24日

2021年11月９日
取 締 役 会

普通株式 507,062千円 14円 2021年９月30日 2021年11月30日

（連結損益計算書に関する注記）

　減損損失

　　当社グループは、当連結会計年度において以下の資産グループについて減損損失を計上し

ております。

　　　連結子会社の財政状態を踏まえた結果、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額

を減損損失として計上しております。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

２．剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

（注）１．2021年６月23日定時株主総会決議による配当金の総額には、「役員向け株式交付信

託」及び「従業員向け株式交付信託」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀

行（信託口）が保有する当社株式に対する配当金7,044千円が含まれております。

２．2021年11月９日取締役会決議による配当金の総額には、「役員向け株式交付信託」及

び「従業員向け株式交付信託」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信

託口）が保有する当社株式に対する配当金3,264千円が含まれております。
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決 議 予 定 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配 当 額

基 準 日 効力発生日

2022年６月22日
定 時 株 主 総 会

普通株式 470,843千円 13円 2022年３月31日 2022年６月23日

株 式 の 種 類 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 40,000株

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と

なるもの

2022年６月22日開催の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

（注）１．配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

２．配当金の総額には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」の信

託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有する当社株式に対する

配当金3,031千円が含まれております。

３．新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式に

関する事項
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１年内 12,929,413千円

１年超 4,965,077千円

　計 17,894,490千円

（リース取引関係に関する注記）

１．ファイナンス・リース取引

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引（借主側）

① リース資産の内容

　有形固定資産

　　工具、器具及び備品であります。

② リース資産の減価償却の方法

　　連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「４.会計方針に

関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引（借主側）

① リース資産の内容

　　有形固定資産

　　　工具、器具及び備品であります。

② リース資産の減価償却の方法

　　連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「４.会計方針に

関する事項(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（注）当社は、土地有効活用事業において、土地所有者に賃貸マンション・アパート

等の建設の提案受注による請負工事及び個人投資家向け一棟売賃貸アパートの販

売を行っており、当該建物の完成引渡し後に連結子会社フジ・アメニティサービ

ス株式会社が、これを家主から一括借上し一般入居者に転貸する事業を行ってお

ります。

　　　一括借上賃貸契約期間は大部分が20年間であり、賃貸契約期間中はいつでも家

主からの解約が可能な契約となっております。また、期間中に家主に支払う賃借

料は当該建物の満室時における一般入居者への賃貸料をもとに決定し、主として

２年ごとに市場相場を反映した見直しを行う契約としております。

　　　上記未経過リース料には、当社の連結子会社フジ・アメニティサービス株式会

社の一括借上契約において、当連結会計年度末時点より賃料の見直しを行うまで

の借上賃料が固定されているものについて記載しております。
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（金融商品に関する注記）

　１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しております。資金調

達については銀行等からの借入及び社債発行による方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である受取手形・完成工事未収入金は、主として顧客から受注する建築請

負工事に伴うものであり、顧客の信用リスクに晒されております。

　当社では、建築請負工事の受注契約時に顧客の信用状況について十分に把握するこ

とで信用リスクの管理を行っております。

　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主とし

て業務上の関係を有する企業の株式であり、時価については定期的に取締役会に報告

されております。

　また、顧客に対して長期貸付金を有しております。当該長期貸付金は、過年度にお

いて顧客の住宅ローンの一部として貸し付けを行ったものであり、回収に問題が生じ

た場合は、督促状を発送等すると共に回収状況について経営企画部長に報告されるこ

とになっております。

　営業債務である支払手形・工事未払金及び電子記録債務は、ほとんどが１年以内の

支払期日であります。

　借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、返済期間は主として５年以内であ

ります。変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されております。当社で

は、各金融機関ごとの借入金利の一覧表を毎月部門長会議に報告することで、借入金

利の変動状況をモニタリングしております。

　また、営業債務及び借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社財務部が資

金計画表を作成する等の方法により資金管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り

込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動すること

もあります。

(4) 信用リスクの集中

　当社グループの取引先は、主として個人であるため、当連結会計年度の連結決算日

において、該当事項はありません。
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（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 投資有価証券

その他有価証券 435,505 435,505 －

(2) 長期貸付金 43,421

貸倒引当金（※） △2,204

41,216 41,216 －

資 産 計 476,721 476,721 －

(1) リース債務(流動負債) 45,325 47,521 2,196

(2) 社債（１年内償還予定の社債を含む） 1,875,000 1,870,686 △4,313

(3) 長期借入金（１年内返済予
定の長期借入金を含む）

79,787,936 79,673,981 △113,955

(4) リース債務(固定負債) 109,300 105,293 △4,007

負 債 計 81,817,562 81,697,482 △120,079

２．金融商品の時価等に関する事項

　2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額28,639千

円）は、「その他有価証券」には含めておりません。また、現金は注記を省略してお

り、預金、受取手形、完成工事未収入金、支払手形・工事未払金、電子記録債務、短期

借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略して

おります。

（※）長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

３．金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。

　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場におい

て形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相

場価格により算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプ

ット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらの

インプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ

ベルに時価を分類しております。
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（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　株式 435,505 － － 435,505

（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金 － 41,216 － 41,216

リース債務（流動負債） － 47,521 － 47,521

社債（1年内償還予定の社債含む） － 1,870,686 － 1,870,686

長期借入金

（1年内返済予定の長期借入金を含む）
－ 79,673,981 － 79,673,981

リース債務（固定負債） － 105,293 － 105,293

　①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

　②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

資　産

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引さ

れているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

長期貸付金

　長期貸付金の時価は、連結貸借対照表額から貸倒見積り高を控除した金額に近似

しているため、当該価額をもって時価としており、レベル２の時価に分類しており

ます。

負　債

リース債務（流動負債）及びリース債務（固定負債）

　元利金の合計額を新規に同様の取引を行った場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

社債（１年内償還予定の社債を含む）

　当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額を、当該社債の残存期間及び信用

リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価

に分類しております。

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

　これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想

定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類し

ております。なお、長期借入金のうち変動金利によるものは、短期間で金利を見直

していることから、時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ておりレベル２の時価に分類しております。
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（単位：千円）

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額
当連結会計年度末の時価

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

25,609,880 4,408,758 30,018,639 29,980,250

（賃貸等不動産に関する注記）

１．賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社では、主として大阪府下及び周辺地域において、中古住宅アセット事業に係る

賃貸等不動産を有しており、当社の連結子会社であるフジ・アメニティサービス株式

会社では、賃貸集合住宅等の賃貸等不動産を有しております。当連結会計年度におけ

る当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は1,438,968千円（賃貸収益は売上高に、賃貸

費用は売上原価に計上）の利益であります。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．当連結会計年度の主な増加額は中古住宅アセット事業に伴う土地・建物の増加額

（3,875,005千円）及びサービス付き高齢者向け住宅事業に伴う土地・建物の増加額

（3,960,974千円）であり、主な減少額は所有目的変更に伴う土地・建物の振替によ

る減少額（1,946,998千円）、減価償却による減少額（488,713千円）及び売却による

減少額（985,987千円）であります。

３．当連結会計年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金

額であります。ただし、直近の評価時点から、重要な変動が生じていない場合には、

当該評価額によっております。
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（単位：千円）

セグメントの名称 事業区分

当連結会計年度

（自 2021年４月１日

至 2022年３月31日）

分譲住宅

自由設計住宅等 33,647,584

分譲マンション 7,988,518

土地販売 3,752,641

小　計 45,388,745

住宅流通

中古住宅（一戸建） 2,826,992

中古住宅（マンション） 21,079,158

その他 22,445

小　計 23,928,595

土地有効活用

賃貸住宅等建築請負 2,341,501

サービス付き高齢者向け賃貸住宅 3,322,276

個人投資家向け一棟売賃貸アパート 18,127,435

小　計 23,791,213

賃貸及び管理

賃貸料収入 17,391,178

サービス付き高齢者向け賃貸住宅事業収入 5,552,684

管理手数料収入 885,278

小　計 23,829,141

建設関連
建築請負 1,761,184

小　計 1,761,184

合　計 118,698,880

顧客との契約から

生じる収益

一時点で移転される財 87,640,489

一定の期間にわたり移転されるサービス 8,114,527

その他の収益 22,943,863

外部顧客への売上高 118,698,880

（収益認識に関する注記）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（注）「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸料収入等であります。
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２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　当社グループは分譲住宅事業、住宅流通事業、土地有効活用事業、賃貸及び管理事

業、建設関連事業を行っております。これらの事業から生じる収益は顧客との契約に従

い計上しており、約束した対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

分譲住宅事業

　分譲住宅事業は、主に自由設計住宅等、分譲マンション及び土地販売に区分され、主

な収益は以下のとおり認識しております。

（自由設計住宅等）

　自由設計住宅等は、主として宅地を販売した顧客と一定期間内に当該宅地に建物を建

築するための建築工事請負契約を締結し、当該契約に基づき住宅の建築工事を請け負う

事業であり、顧客との建築条件付土地売買契約と建築工事請負契約に基づき建物完成時

に土地建物を同時に引渡す義務を負っております。当該履行義務は、物件が引き渡され

る一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。

　取引価格は、建築条件付土地売買契約及び建築工事請負契約により決定され、当該契

約では通常、引渡日は売買代金全額の受領日と同日としているため、物件引渡しと同時

期に売買代金の残代金全額の支払いを受けております。

（分譲マンション）

　分譲マンションの販売は、当社で設計・建築した各分譲住戸を顧客へ販売する事業で

あり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っておりま

す。当該履行義務は、物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時

点において収益を計上しております。

　取引価格は、不動産売買契約により決定され、当該契約では通常、引渡日は売買代金

全額の受領日と同日としているため、物件引渡しと同時期に売買代金の残代金全額の支

払いを受けております。

（土地販売）

　土地販売は、仕入・造成した土地を分譲地として区画割りを実施した宅地を顧客へ販

売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負

っております。当該履行義務の充足時期、取引価格の決定方法、収益の認識時期等につ

いては、上記の分譲マンションと同様であります。

住宅流通事業

　住宅流通事業は、主として中古住宅を仕入れ、当社にてリフォームを行い顧客へ販売

する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しを行う義務を負っ

ております。当該履行義務の充足時期、取引価格の決定方法、収益認識時期等について

は、上記分譲住宅事業の分譲マンションと同様であります。
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土地有効活用事業

　土地有効活用事業は、主として個人投資家向け一棟売賃貸アパートの不動産販売並び

に賃貸住宅等建築請負及びサービス付き高齢者向け賃貸住宅の建築請負工事に区分さ

れ、主な収益は以下のとおり認識しております。

（個人投資家向け一棟売賃貸アパート）

　一棟売賃貸アパートの販売は、用地の仕入から、造成、設計、施工までを行った一棟

売賃貸アパートを販売する事業であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引

渡しを行う義務を負っております。当該履行義務の充足時期、取引価格の決定方法、収

益の認識時期等については、上記分譲住宅事業の分譲マンションと同様であります。

（賃貸住宅等建築請負及びサービス付き高齢者向け賃貸住宅）

　賃貸住宅等建築請負及びサービス付き高齢者向け賃貸住宅の建築請負工事は、顧客保

有の土地において賃貸マンション・アパート、賃貸用戸建住宅、サービス付き高齢者向

け賃貸住宅等の建築工事を請け負う事業であり、顧客との建築工事請負契約に基づき建

築工事を行う義務を負っております。

　当該契約においては、当社が義務を履行するにつれて資産が生じるまたは資産価値が

増加し、また資産価値の創出・増加に伴い顧客が当該資産を支配することから、当該履

行義務は一定期間にわたり充足されるものであり、契約期間にわたる工事の進捗度に応

じて収益を計上しております。なお、進捗度の測定は、見積総原価に占める発生原価の

割合で合理的に見積もることができると考えられることからインプット法によっており

ます。

　取引価格は、建築工事請負契約により決定され、当該契約では通常、引渡日は請負代

金全額の受領日と同日としているため、建物引渡しと同時期に請負代金の残代金全額の

支払いを受けております。

賃貸及び管理事業

　賃貸及び管理事業は、主に自社保有物件及び土地有効活用事業にリンクした貸住宅等

の賃貸料収入及び分譲マンション等の管理手数料収入に区分され、主な収益は以下のと

おり認識しております。

（管理手数料収入）

　管理手数料収入は、当社が販売する分譲マンション等の管理を行う事業であり、顧客

とのマンション管理委託契約に基づき当該サービスを提供する義務を負っております。

当該履行義務は、契約期間にわたるマンションの全般的な維持管理であり、当社が義務

を履行するにつれ顧客が便益を享受することができることから、一定期間にわたり充足

されるものであり、契約期間経過毎に収益を計上しております。

　取引価格は、マンション管理委託契約により決定され、本履行義務の一部を外部業者

へ再委託を行っておりますが、当社が主たる責任を有しているため、取引価格の全額を

収益として認識し契約期間の経過に応じて顧客より支払いを受けております。
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契約負債 当連結会計年度

　期首残高 4,616,979

　期末残高 4,310,043

１株当たり純資産額 1,232円36銭

１株当たり当期純利益 107円68銭

建設関連事業

　建設関連事業は、「雄健建設株式会社」及び「関西電設工業株式会社」にて行ってお

り、顧客保有の土地・資産に建物・設備等の建築工事を請け負う事業であり、顧客との

工事請負契約に基づき工事を行う義務を負っております。当該履行義務の充足時期、取

引価格の決定方法、収益の認識時期等については、上記土地有効活用事業の建築請負工

事と同様であります。ただし、重要性を勘案し一部請負工事においては引渡しの一時点

において収益を計上しております。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

契約負債の残高

　顧客との契約から生じた契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりでありま

す。
（単位：千円）

（注）連結計算書類上、契約負債は「契約負債」及び「前受金」として計上しておりま

す。「契約負債」は主に、建築工事請負契約に基づき建築工事を行う義務のう

ち、期末時点において履行義務を充足していない残高であり、「前受金」は主

に、不動産売買契約等に基づき物件引渡しを行う義務のうち、期末時点において

履行義務を充足していない残高であります。当連結会計年度において認識した収

益のうち、期首の契約負債残高に含まれていたものは4,440,339千円でありま

す。

（１株当たり情報に関する注記）

（注）１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上、株式交付信託が保有する

当社株式は期末発行済株式総数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株

式に含めております。なお、期末発行済株式総数の計算において控除した当該自己

株式の当連結会計年度の期末発行済株式数は864千株であり、期中平均株式数の計算

において控除した当該自己株式の当連結会計年度の期中平均株式数は914千株であり

ます。
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(1) 取得する株式の種類 当社普通株式

(2) 取得する株式の総数 300,000株（上限）

（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合0.83％）

(3) 株式の取得価額の総額 195百万円（上限）

(4) 取得する期間 2022年５月11日から2022年７月26日まで

(5) 取得の方法 東京証券取引所における市場買付

（重要な後発事象に関する注記）

（自己株式の取得）

　当社は、2022年５月10日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定によ

り読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項につ

いて次のとおり決議いたしました。

１．自己株式の取得を行う理由

　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とし、資本効率を向上

させるため、また、株主の皆様への一層の利益還元を目的として、自己株式の取得

を行います。

２．取得に係る事項の内容
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株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計資本準備金

そ の 他
資本剰余金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益
剰余金

2021年4月1日残高 4,872,064 2,232,735 3,430,270 22,700,000 2,072,505 △712,734 34,594,842

当事業年度中の
変動額
別途積立金の
積立て

300,000 △300,000 ―

剰余金の配当 △977,906 △977,906

当期純利益 2,606,389 2,606,389

自己株式の処分 155,284 155,284

株主資本以外の
項目の当事業年度中
の変動額（純額）

当事業年度中の
変動額合計

― ― ― 300,000 1,328,483 155,284 1,783,768

2022年3月31日残高 4,872,064 2,232,735 3,430,270 23,000,000 3,400,989 △557,449 36,378,610

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金
土地再評価
差　額　金

評価・換算
差額等合計

2021年4月1日残高 △27,164 74,904 47,739 3,256 34,645,838

当事業年度中の
変動額
別途積立金の
積立て

―

剰余金の配当 △977,906

当期純利益 2,606,389

自己株式の処分 155,284

株主資本以外の
項目の当事業年度中
の変動額（純額）

△50,174 △50,174 △296 △50,470

当事業年度中の
変動額合計

△50,174 ― △50,174 △296 1,733,297

2022年3月31日残高 △77,338 74,904 △2,434 2,960 36,379,135

株主資本等変動計算書（2021年4月1日から2022年3月31日まで）

（単位：千円）

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①　子会社株式 移動平均法による原価法

②　その他有価証券

・市場価格のない株式等　　　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

　以外のもの　　　　　　　　　　理し、売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等　　　　　移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）

仕掛販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）

開発用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）

原材料 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

未成工事支出金 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）

貯蔵品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 建物（建物附属設備を除く）は定額法、その他

の有形固定資産は定率法によっております。た

だし、2016年４月１日以降に取得した建物附属

設備及び構築物については、定額法によってお

ります。なお、主な耐用年数は次のとおりで

す。

建物　　　　　　　　　10～50年

構築物　　　　　　　　10～20年

機械及び装置　　　　　　　10年

車両運搬具　　　　　　　　３年

工具、器具及び備品　　２～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。

(3) リース資産

　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と

同一の方法を採用しております。
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　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

(4) 長期前払費用 定額法

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に

基づき計上しております。

(3) 役員株式給付引当金 役員株式交付規程に基づく当社グループの役員

への当社株式の交付に備えるため、株式給付債

務の見込額に基づき計上しております。なお、

当事業年度末に係る株式交付は行わないため、

当事業年度において役員株式給付引当金は計上

しておりません。

(4) 株式給付引当金 従業員株式交付規程に基づく当社グループの従

業員への当社株式の交付に備えるため、株式給

付債務の見込額に基づき計上しております。な

お、当事業年度末に係る株式交付は行わないた

め、当事業年度において株式給付引当金は計上

しておりません。

４．収益及び費用の計上基準

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。）等を適用し

ており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと

交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

　主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、連

結注記表（収益認識に関する注記）に記載のとおりであります。

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理

　資産取得に係る控除対象外消費税等のうち棚卸資産に係るものについては、発生事業

年度の期間費用として処理し、固定資産に係るものについては、原則として一括して長

期前払費用に計上し、５年間で均等償却を行うこととしております。
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（会計方針の変更に関する注記）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識

会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が

顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認

識することといたしました。これにより、土地有効活用セグメントにおける請負工事契約に

関して、従来は進捗部分について成果の確実性が認められる工事には工事進行基準を、それ

以外の工事には工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度の期首より、一定の期間

にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づ

き収益を一定の期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務は、工事完了時に収益を

認識することとしております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積り方法は、見積り

総原価に対する発生原価の割合（インプット法）で算出しております。

　なお、収益認識会計基準等の適用による、当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える

影響はありません。

　収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に

表示していた「完成工事未収入金」は当事業年度より「契約資産」として表示することと

し、「流動負債」に表示していた「未成工事受入金」は当事業年度より「契約負債」として

表示することといたしました。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算

定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び

「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定め

る経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたっ

て適用することといたしました。なお、計算書類に与える影響はありません。
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（重要な会計上の見積り）

　（棚卸不動産の評価）

１．当事業年度の計算書類に計上した金額

棚卸不動産（販売用不動産、仕掛販売用不動産、開発用不動産）　　80,956,660千円

２．会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

　当社は不動産を販売するという事業の性質上、戸建住宅、分譲マンション、中古住

宅、個人投資家向け一棟売賃貸アパート等の土地及び建物を、棚卸不動産として保有し

ております。

　棚卸不動産の評価は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によっております。期

末時点の販売可能価額から見積追加原価及び見積販売経費を控除した正味売却価額が簿

価を下回る場合は、正味売却価額と簿価との差額を棚卸不動産評価損として簿価を切り

下げており、当事業年度において、売上原価にて1,085,221千円の棚卸不動産評価損を

計上しております。

　販売可能価額は、近隣の取引事例や直近の販売実績等を参照し、販売可能性を考慮し

た価額として、各営業責任者の承認を得て決定しております。見積追加原価は、過年度

の類似工事実績に加え、期末時点での宅地開発の進捗状況や宅地造成工事等のコストア

ップなど、取引業者から取得した最新の見積り情報を反映し、算出しております。見積

販売経費は、過年度の実績を基に平均金額を算出しております。

　なお、棚卸不動産の評価の見積りは、翌事業年度に影響を与えるものではないと判断

しております。今後、開発計画時に予期し得なかった事象の発生に伴う工事の長期化や

中断、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響やその他不動産市況の悪化等が発生

した場合には、結果として当初想定の利益が見込めなくなり、翌事業年度に追加で評価

損が計上される可能性があります。
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建物 590,027千円

土地 1,356,970千円

計 1,946,998千円

（追加情報）

（有形固定資産から販売用不動産への振替）

　所有目的の変更により、有形固定資産の一部を販売用不動産に振替いたしました。その内

容は以下のとおりであります。

（役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

　当社は、2019年５月８日に当社グループの中期計画である「中期利益計画について（2020

年３月期～2022年３月期）」を公表しました。当社グループの役員は本中期計画達成のため

の重要な役割を担っていることから、役員の業績達成に対する意欲をより高めるインセンテ

ィブ効果とその成果に報いることを目的としており、またストック・オプション制度と比較

し事務負担の軽減を図れることから、自己株式を利用したインセンティブ・プランとして、

「役員向け株式交付信託制度」（以下「本役員向け制度」といいます。）を導入しておりま

す。

１．取引の概要

　本役員向け制度の導入に際し制定した役員向け株式交付規程に基づき、当社グルー

プの役員に対し当社株式を交付する仕組みであります。

　将来交付する株式をあらかじめ取得するために、当社は株式交付信託の信託財産と

して株式会社日本カストディ銀行（信託口）に金銭を信託し、当該信託銀行はその信

託された金銭により当社株式を取得しております。

２．信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）に

より純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株

式数は当事業年度末12,985千円、24,500株であります。

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

　当社は、当社グループの従業員に対する福利厚生制度を拡充させるとともに、従業員の帰

属意識を醸成し経営参画意識を持たせ、中長期的な業績向上に対する意識を高めることによ

り、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、「従業員向け株式交付信託制度」

（以下「本従業員向け制度」といいます。）を導入しております。

１．取引の概要

　本従業員向け制度の導入に際し制定した従業員向け株式交付規程に基づき、一定の

要件を満たした当社グループの従業員に対し当社株式を交付する仕組みであります。

　将来交付する株式をあらかじめ取得するために、当社は株式交付信託の信託財産と

して株式会社日本カストディ銀行（信託口）に金銭を信託し、当該信託銀行はその信

託された金銭により当社株式を取得しております。

２．信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）に

より純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株

式数は当事業年度末103,932千円、208,700株であります。
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販売用不動産 6,194,863千円

仕掛販売用不動産 10,517,452千円

開発用不動産 22,289,617千円

建物 5,677,539千円

土地 14,589,284千円

関係会社株式 1,674,742千円

計 60,943,499千円

短期借入金 1,494,200千円

１年内返済予定の長期借入金 15,618,759千円

長期借入金 41,627,664千円

計 58,740,624千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 2,958,688千円

短期金銭債権 33,651千円

短期金銭債務 12,758千円

顧客の住宅つなぎローンに対する保証 2,596,970千円

フジ・アメニティサービス株式会社の金融機関からの借入に対する保証 287,722千円

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染症による当社への影響は、収束時期の見通しが不透明な状況であ

り、事業によってその影響や程度が異なるものの、当事業年度末の見積りに大きな影響を与

えるものではないと想定しております。

　なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済活動への影響等には不確定

要素も多いため、想定に変化が生じた場合、当社の財政状況、経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。

（貸借対照表に関する注記）

１．担保に供している資産

上記に対応する債務

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分掲記したものを除く。）

４．保証債務

債務保証
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営業取引による取引高 4,044,782千円

営業取引以外の取引高 106,101千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普 通 株 式 1,173,069株 － 308,700株 864,369株

繰延税金資産

棚卸資産 800,323千円

貸倒引当金 4,334千円

賞与引当金 80,499千円

未払事業税 47,123千円

その他 447,801千円

繰延税金資産小計 1,380,082千円

評価性引当額 △59,690千円

繰延税金資産合計 1,320,391千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △7,411千円

その他 △33,504千円

繰延税金負債合計 △40,915千円

繰延税金資産の純額 1,279,476千円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高

（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度の末日における自己株式の種類及び総数に関する事項

（注）１. 自己株式の株式数には、「役員向け株式交付信託」及び「従業員向け株式交付信託」

の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が保有する当社株式（当

事業年度末233,200株）が含まれております。

２. 自己株式の減少308,700株は、株式交付信託が保有する株式の交付によるものであり

ます。

（税効果会計に関する注記）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要

な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の

100分の５以下であるため注記を省略しております。
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子会社等

種 類
会 社 等

の 名 称

議 決 権 等 の 所 有

(被所有)割合(％)

関 連 当 事 者

と の 関 係

取 引 の

内 容

取引金額

( 千 円 )
科 目 期末残高

子 会 社

フジ・アメニ

ティサービス

株 式 会 社

直接100.0％

賃貸マンションの

入居状況に係る市

場調査の業務委託

当社が建築請負し

たアパート等の賃

貸及び管理

役員の兼任

当社の銀

行借入金

に対する

担保提供

2,089,554 － －

１株当たり純資産額 1,010円86銭

１株当たり当期純利益 72円53銭

（関連当事者との取引に関する注記）

（注）　取引条件及び取引条件の決定方針等

　中古住宅アセット事業の資金調達である当社の銀行借入に対して、同事業の物件の賃貸

及び管理を実施しているフジ・アメニティサービス株式会社所有の土地・建物2,089,554

千円の担保提供を受けたものです。

（収益認識に関する注記）

　（顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報）

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表（収益認

識に関する注記）に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）

（注）　１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益の算定上、株式交付信託が保有す

る当社株式は期末発行済株式総数及び期中平均株式数の計算において控除する自

己株式に含めております。なお、期末発行済株式総数の計算において控除した当

該自己株式の当事業年度の期末発行済株式数は864千株であり、期中平均株式数

の計算において控除した当該自己株式の当事業年度の期中平均株式数は914千株

であります。
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(1) 取得する株式の種類 当社普通株式

(2) 取得する株式の総数 300,000株（上限）

（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合0.83％）

(3) 株式の取得価額の総額 195百万円（上限）

(4) 取得する期間 2022年５月11日から2022年７月26日まで

(5) 取得の方法 東京証券取引所における市場買付

（重要な後発事象に関する注記）

（自己株式の取得）

　当社は、2022年５月10日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定によ

り読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項につ

いて次のとおり決議いたしました。

１．自己株式の取得を行う理由

　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とし、資本効率を向上

させるため、また、株主の皆様への一層の利益還元を目的として、自己株式の取得

を行います。

２．取得に係る事項の内容
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